
テーマ型まちづくり提案の案について 

                ○・・・計画への反映（今後の検討事項含む） 
   △・・・一部反映 

項目 提案内容 区の見解 
練馬区の景観イメージ（歩き

たくなる街・Ｎｅｒｉｍａ）

を共有する 

区民・事業者とともに景観まちづく

りを進めるために、練馬区らしい景

観イメージを共有することは重要

である。 

 １ 

○景観づくりのベースには、多

くの人が共有できる視覚的な

景観のイメージの存在が必要

である。 
（今回は、スケッチを使用） 
○「歩きたくなる街」には、街

が人間味あふれる空間という

象徴性がある。区内は住宅街が

多く、緑豊かで歩いていて心地

よい街をつくることに、合意が

得やすい。 
○３つの局面から｢歩きたくな

る街｣の景観をイメージしてい

る。①基盤となる景観（幹線道

路や河川、農地や樹林地）、②

生活街路（住宅地）の景観、③

変化する景観（歩いて視点が動

く、季節や時が変わる）からな

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

○区の計画においても、具体的な取り

組み事例や考え方を、スケッチや図を

使って示すことを考えている。 
○また、「歩きたくなる街」は、区民に

もわかりやすいものであり、親しみや

すく愛着を持てるまちづくりの基本に

も繋がると考える。 
○区の景観特性は、①みどり豊かな都

市景観、②様々な表情をもつ住宅地と

にぎわいの景観、③都市の印象を形づ

ける景観（河川・幹線道路、大規模な

公園など）などから成り立っていると

考えている。 
また、季節や時間の捉えまちを見る

視点によっても、景観自体が変化する

ものと考える。 
 

○

3 



項目 提案の内容 区の見解 
２ 骨格となる景観を形成する 道路や河川などは、都市の姿を印象

付けるものであり、基本方針でも、

景観を構成する重要な要素と捉え

ている。 

 

２－① ○街路樹等の植栽が難しい幅

員の小さい幹線道路において

は、まちづくりの観点から、開

発事業等に際して、接道部分へ

の高木植栽を義務付ける仕組

みをつくる。 
○幹線道路は、練馬区の景観を

形成する上で骨格になる景観

軸の一つである。みどり豊かな

ものにするための仕組みづく

りを行う。 
○フェンスや塀で区切ること

は避けて、道路と植栽部分が一

体的空間になるようにする。 

○接道部分への「高木の植栽を義務付

ける」ことを規定することは難しい、

と考える。 
○道路側に高木を植えることは、土地

の大きさや形態により、土地利用に制

約をかける場合があることも想定さ

れ、所有者の理解を得ることが難しい。 
そのため、接道部分の緑化については、

樹木の大きさを義務づけず「緑化に努

める」ことを計画に盛り込むことを検

討する。 
○その際には、「練馬区みどりを愛し守

りはぐくむ条例」の規定による緑化の

事前協議とも調整し、「景観に配慮」す

るように指導をしていくことを検討す

る。 
 

△

２－② ○幹線道路の街路樹の樹種選

定や歩道のデザインに関して、

その事業に地域住民が参加す

ることは、それらへの愛着を生

み出すことで重要である。区の

計画や条例にその趣旨を記載

する。また、その住民参加が促

進されるような仕組みを提案

する。 

○景観まちづくりには、行政だけが取

り組むのでなく、区民・事業者との協

働で進めることが必要である。 
○基本方針に「景観まちづくりの推進

に関する方針」を定める予定である。

その中で、区民の方が積極的に景観ま

ちづくりに参加できるような「仕組み

づくり、ルールづくり」を設けること

を検討していきたい。 
○また、景観条例の基本理念等に「協

働して良好な景観づくりに取り組む」

旨を記載することを今後検討する。 
 

○
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項目 提案の内容 区の見解 
２－③ ○主要な幹線道路や河川は、沿

線空間と一体的に景観評価を

行い、その評価基準を、景観計

画にて明確にすることで、主要

な幹線道路や河川の景観コン

トロールを行う。 
○特に、主要な生活道路および

石神井川・白子川など景観形成

に大きな影響を与えるものに

関しては、景観重要公共施設に

指定することも考えられる。 
 
 
 

○区の計画でも「景観の骨格づくりに

関する方針」を方針のひとつに定める。

都市の景観づくりの骨格的な役割を担

う、河川、道路や公園等の公共施設の

整備方針を定める予定である。 
○なお、景観重要公共施設（景観法（以

下「法」という）第８条第２項五号ロ）

の指定は、景観行政団体（区）と公共

施設管理者が協議し、管理者の同意を

得た上で指定が可能である。東京都管

理の河川、都市計画道路の「景観重要

公共施設」の指定については、東京都

と協議をしながら進めていくこととな

る。 

○

３ 練馬らしい郷土景観を育む 区全体に共通する考え方として「み

どりが映える都市の景観づくり」を

基本とする。 

○

３－① ○幹線道路に面する高層建築

は、郷土景観（雑木林、屋敷林、

農地が一体となった景観を形

成している地域）に与える影響

が大きい。外部専門家を加えた

事前協議等を行い、ケースバイ

ケースで、個々の問題を踏まえ

て計画案を評価する仕組みを

つくる。 
○地域の状況をよく知ってい

る専門家を交えて、郷土景観な

どを十分に意識した建築デザ

インを協議できるように事前

協議を行う。また、事前協議を

合理的に運用するために、郷土

景観に関しての景観協議マニ

ュアルを作成する。 
 

○幹線道路は周辺も含め、「練馬の顔」

となる場所であり、「景観まちづくり」

で配慮すべき場所のひとつと考える。

また、郷土景観も練馬の景観の特色の

ひとつといえる。 
○景観法に基づく行為の制限は、行為

の着手の３０日前までに届出をおこな

うこととなっている。そのため、建築

の実施設計が終了している場合も少な

くない。先行自治体では、法の届出に

先立つ「事前協議の仕組み」を設けて

いるところもある。 
○また、「景観形成基準」の運用だけで

は、「良好な景観」をつくることは困難

な場合も想定される。事前協議、専門

家の参加や協力については、今後検討

する。 

○
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項目 提案の内容 区の見解 
３－② ○前項①と同様な趣旨で、屋外

広告の影響も大きい。その悪影

響をさけるために、第一種、第

二種住居地域への屋外広告の

規制を行う。 
○幹線道路の内側が第１種低

層住居専用地域で、幹線道路沿

いは住居系用途地域（第１種・

第２種・準住居）というケース

が多い。その場合、屋外広告物

の屋上への設置禁止等の規制

を行う。（東京都の条例におい

ての低層・中高層住居専用地域

と同レベルの規制内容）景観に

悪影響な広告看板がなくなる

ことで、練馬らしい郷土景観が

保全できる。 
 
 

○現在区では、東京都の屋外広告物条

例に基づき、屋外広告物の指導を行っ

ている。東京都の条例では、第１種・

第２種の低層住居専用区域、中高層住

居専用地域については、屋外広告物の

屋上への取り付け、壁面からの突出な

どが禁止されている。 
○住居系の用途地域であっても、一定

規模以下の店舗や飲食店の建築は可能

であり、屋外広告物の屋上への設置禁

止などを行うのは、難しいと考える。

また、幹線道路沿いは、ある程度の「に

ぎわい」が必要な場合もある。（現在、

環八通り、笹目通りの一部が、住居系

の用途地域の指定を受けている） 
○ただし、計画に定める予定の「屋外

広告物の規制誘導に関する方針」で、

屋外広告物を設置する場合の配慮事項

について、定める予定である。 
 

△

３－③ ○郷土景観を育んでいくため

には、区民の関心が向上し、広

く社会が認知することが基本

である。 
○そのために、風景画や景観写

真のコンテストなどを恒例行

事として開催する。 
→その際、街路や通りのネーミ

ングを募集する。生活幹線道路

（幅員１２メートル程度）に関

しては単独でネーミングを募

集するなどする。 

○より多くの方に、「景観」について知

っていただくために、景観に関する啓

発イベントやコンテスト等の催しを開

催することは必要と考える。 
○街路や通りにネーミングをすること

は、区でもすでに取り組み、現在区道

の 23 路線に「通称名」をつけている。

これは、「区民の道路に対する親しみを

深めること」を目的として行っている

ものである。 
○今後も、広く区民の方からのご意見

も伺いながら、検討していきたいと考

えている。 
 
 

○
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項目 提案の内容 区の見解 
４ 日々の暮らしの中の生活街

路の景観を育む 
快適で魅力のある生活景観づくり

は、区全域に共通する事項である。 
 

４－① 開発事業に際、外部専門家を加

え事前協議を行い、必要に応じ

豊かな景観形成のためのアド

バイスを行う仕組みをつくる。

３－①に同じ。 
 

○

４－② ○今住んでいる街の景観が、よ

くなってほしいと思っている

人や、良くしたいが、どうして

いいかわからないという人は

多い。それらの芽を持続的に育

てる公的な仕組みをつくる。 
○（仮称）景観フォーラムを計

画・条例で位置づける。フォー

ラムは、景観に関する情報の発

信や具体的な景観づくりのた

めの提案活動を行う。運営に関

して、息の長い持続性が求めら

れるため、公的な機関が主体と

なるのが望ましい。練馬区まち

づくりセンターが、景観法によ

る「景観整備機構」となり、管

理運営を行うことが好ましい

と判断する。 
 

○景観まちづくりの普及・啓発のため

には、区民や事業者等が積極的に参加

し、主体的に取り組むことが、「景観ま

ちづくり」の推進力となると考える。 
○景観整備機構（法第９２条）は、法

人・ＮＰＯのうち業務を適正かつ確実

に行うことができると認められるもの

を、景観行政団体（区）の長（区長）

が指定するものである。 
○機構の業務としては、「良好な景観の

形成に関する事業を行う者に対し、「知

識を有するものの派遣・情報の提供・

相談などを行う」「景観計画に定められ

た景観重要公共施設に関する事業」「景

観に関する調査・研究」などがある。

（法９３条）なお、「景観整備機構」を

設置するかどうかは、今後検討予定で

ある。 
 

○

４－③ ○生活街路の景観向上を目的

にした有用な「生活街路景観ガ

イドライン」協力基準として、

景観計画に付帯する。 
○当事者意識を高める必要か

ら、住民を加えたワークショッ

プ形式でガイドラインを作成

することが肝心である。 

○景観まちづくりは、区民・事業者・

区が協働して長い時間をかけて進めて

いくものである。景観まちづくりの裾

野を広げるためにも、「事例集」や「ガ

イドライン」を、区民や事業者にわか

りやすく示すことは必要であると考え

る。 
○内容や策定方法については、今後検

討する予定である。 

○
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項目 提案の内容 区の見解 
５ 重点的に景観コントロール

を行う 
重点的に景観形成に取り組む地域

を設定する 
 

５－① ○景観計画の区域の中で重点

区域を指定して、景観コントロ

ールを他の地区より密度濃く

行う。 
 
 
 
 
 
 

○法第８条題２項第１号の規定に基づ

く計画区域は、練馬区全域となる。そ

の一方で、「練馬区らしい景観まちづく

り」を推進するため、モデル的に景観

形成を重点的に行う地区を設定するこ

とを検討している。具体的な場所につ

いては、昨年度行った「景観の基礎調

査」や区民アンケートなどの結果を踏

まえ決めていくこととする。 
 

○

５－② ○公共施設、公益施設等の修

繕・改修や新規建設に際して、

良好な景観形成という観点か

らの取り組みを、よりきめ細か

く行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

○公共施設については、都市の姿を印

象づける主要な景観として、「景観の骨

格づくりに関する方針」を定め、整備

方針などを定めることとしている。 
○また、公益施設に限らず、一定規模

以上の建築物については、良好な景観

形成のための行為の制限の中で、届け

出の対象とすることを考えている。 
○公共施設とは、都市計画法第四条第

１４第６号では、道路、公園、その他

政令で定める公共の用に使用する施設

（下水道、緑地、広場、河川など）で

ある。また、公益施設は、法により定

義が異なるが、一般的に教育施設、官

公庁施設、医療施設、コミュニティ施

設がある。 

○
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